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大会期間中における気象警報発令時の対応について 

 

 

初秋の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本連盟軟式野球部の

活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 春季大会、秋季大会期間中における天候異常時の対応につきまして、生徒の安全確保の観

点から下記の内容で対応いたします。 

 ご確認のほどよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 １ 大会当日（予備日も含む）午前７時の時点において、生徒の居住する市町村、生徒の居

住地から試合会場までの経路に含まれる市町村、試合会場のある市町村に、大雨・洪水・

暴風・大雪のいずれかの警報が発令されているとき、当日の試合を中止し、順延とする。 

   

２ 試合開始中、試合会場のある市町村に、大雨・洪水・暴風・大雪のいずれかの警報が発 

令されたとき、役員・審判と協議し、試合を中止する。ただし、試合が５回を過ぎて試 

合成立となっている場合を除き、その試合（当日に予定されていた試合を含む）を順延 

とする。 

 

[例] 

 選手登録している生徒で、その中の登録選手名簿に含まれる生徒１名でも上記１の項目に該当する 

場合は試合中止とする。 

 


